
「お子様の勉強のお手伝いをいたします！」 

～学習支援事業（学習支援会及び家庭教育の相談支援）のご案内～ 
 

 経済的なご事情などにより、「学習塾や家庭教師等の利用ができない」「勉強方法がわからない」

「勉強する場所がない」といった、お子様の勉強方法や家庭教育に関するお悩み、高校受験や高校

進学に関する不安はありませんか？ 

 佐世保市では、生活にお困りの世帯（市内在住）を対象に下記の学習支援事業を行っています。 

具体的には、学習支援員が皆様のお悩みをお聞きし助言等のサポートを行います。また、中学生

を対象にした週２回の勉強会等を開催しています。 

 この事業にご興味がある方は、まずは佐世保市社会福祉協議会の自立相談支援事業窓口を通じて

ご相談ください。 

 

（１）学習支援会（定員あり） 

① 対象者 ： 中学１年生～中学３年生 

② 内 容 ： 佐世保市の学習支援員と学生ボランティアの指導による、個別もしくはグ 

           ループによる学習など 

③ 場 所 ： 市内の公共施設内 

④ 時間等 ：  毎週２回（火・木）午後５時３０分～午後７時３０分 

          （夏休み、冬休み期間中も適宜開催しています。） 

⑤ 費 用 ： 無料（教材や筆記用具は各自持参） 

        ※必要な場合は、実費を徴収します。 

 

（２）家庭教育の相談支援（定員あり） 

① 対象者 ： 小学１年生～中学３年生及び保護者 

② 内 容 ： 佐世保市の学習支援員による家庭教育の相談に対する支援（訪問・電話など） 

③ 時間等 ： 月～金 午前８時３０分～午後５時１５分 ※要相談 

④ 費 用 ： 無料 

 

※希望される場合は、学習支援会・家庭教育の相談支援の両方ともご利用することができます。 

※学習支援事業のお申し込みにあたり、自立相談支援事業のお申し込みが必要となります。 

 

◎自立相談支援事業では 

生活にお困りの方からの相談に対し、本人が抱える課題（家庭や子育て、健康等に関する悩

みや問題など）を佐世保市社会福祉協議会の相談員が相談を受け、ご本人と一緒に支援計画を

作成します。その後、支援計画に基づき、問題解決に向けての支援を行います。 

 
【相談・申し込み窓口】 

佐世保市社会福祉協議会 自立相談支援事業担当 

住所：佐世保市八幡町 6-1（市役所前バス停徒歩 3分） 

直通電話：0956-23-0265 

（お気軽にお問合せください。） 


